
告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商

工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・

商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
島
南
店

福
島
市
太
平
寺
字
児
子
塚
四
十
三
番
地
六
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

井
上

元
延

住
所

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
番
十
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

井
上

元
延

住
所

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
番
十
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
一
年
八
月
五
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
千
六
百
七
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

百
五
十
四
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

五
十
八
台
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設

の
届
出
が
あ
っ
た
件

七
五
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
二
件

七
五
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た

件

七
五
三

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件

七
五
四

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

七
五
四

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

七
五
四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

七
五
五

○
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理

の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
件

七
五
五

公

告

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
件

七
五
六

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
五
六

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
五
六

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

七
五
七

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指

定
し
た
件

七
五
七

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

七
五
七

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

七
五
八

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
相
談

支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
サ
ー
ビ
ス

の
主
た
る
対
象
者
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

七
五
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件
二
件

七
五
八

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

七
五
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
報
告
が

あ
っ
た
件

七
五
九

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

七
六
〇

○
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
が
あ
っ
た
件

七
六
〇

○
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

七
六
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

七
六
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ

た
件

七
六
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ

っ
た
件

七
六
一

○
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告

示
す
る
件
二
件

七
六
二



３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

面
積

百
五
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

容
量

七
十
二
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

一

開
店
時
刻

午
前
十
時

二

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一

数

二
か
所

二

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
四
日

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
年
十
二

月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観

光
部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
好
間
店

い
わ
き
市
好
間
町
下
好
間
字
鬼
越
百
八
番
地
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

藤
越
好
間
店

(

変
更
後)

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
好
間
店

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
藤
越

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
�

善
興

住
所

い
わ
き
市
好
間
工
業
団
地
二
十
一
番
地
の
一

名
称

有
限
会
社
ベ
ル
・
エ
イ
ト

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

柳
井

英
明

住
所

い
わ
き
市
平
谷
川
瀬
字
三
十
九
町
六
十
五
番
地

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
�

善
興

住
所

郡
山
市
朝
日
町
二
丁
目
十
八
番
二
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

(

変
更
前)

千
九
百
六
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

千
七
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル

４

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

(

変
更
前)

百
五
十
四
台

(

変
更
後)

百
二
十
五
台

５

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

(

変
更
前)

三
十
台

(

変
更
後)

六
十
二
台

６

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

面
積

(

変
更
前)

七
十
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

７

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

面
積

(

変
更
前)

三
十
一
立
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

十
二
立
方
メ
ー
ト
ル

８

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一

数

(

変
更
前)

三
箇
所

(

変
更
後)

五
箇
所

二

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

四

届
出
年
月
日
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平
成
二
十
年
十
二
月
五
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
藤
越

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
年
十
二

月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
浪
江
町
産
業
振
興
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
浪
江
西
店

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
下
河
原
八
十
二
番
地
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

藤
越
浪
江
店

(

変
更
後)

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
浪
江
西
店

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
藤
越

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
�

善
興

住
所

い
わ
き
市
好
間
工
業
団
地
二
十
一
番
地
の
一

名
称

有
限
会
社
ベ
ル
・
エ
イ
ト

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

柳
井

英
明

住
所

い
わ
き
市
平
谷
川
瀬
字
三
十
九
町
六
十
五
番
地

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
�

善
興

住
所

郡
山
市
朝
日
町
二
丁
目
十
八
番
二
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

(

変
更
前)

千
四
百
九
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

千
九
百
七
平
方
メ
ー
ト
ル

４

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

(

変
更
前)

二
百
六
十
九
台

(

変
更
後)

百
三
台

５

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

収
容
台
数

(

変
更
前)

百
七
台

(

変
更
後)

五
十
六
台

６

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

面
積

(

変
更
前)

二
百
六
十
・
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

九
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

７

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

一

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二

面
積

(

変
更
前)

四
十
四
・
六
九
立
方
メ
ー
ト
ル

(

変
更
後)

十
三
立
方
メ
ー
ト
ル

８

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一

数

(

変
更
前)

三
箇
所

(

変
更
後)

三
箇
所

二

位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
六
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
五
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
藤
越

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

舘
岩
地
区
に
係
る
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。

こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら(

二
十
日
間)
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県
道
赤
留

塔
寺
線

路
線
名

大
沼
郡
会
津
美
里
町
八
木

沢
字
上
江
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
八
木

沢
字
町
田
一
〇
五
八
番
地

先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
赤
留

字
羽
黒
原
一
〇
七
番
二
地

先
か
ら

同

郡
同

町
雀
林

字
天
神
宮
一
二
二
七
番
地

先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
八
木

沢
字
上
江
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
八
木

沢
字
町
田
一
〇
五
八
番
地

先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
赤
留

字
羽
黒
原
一
〇
七
番
二
地

先
か
ら

同

郡
同

町
雀
林

字
天
神
宮
一
二
二
七
番
地

先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

三
・
八
〜

一
〇
・
二

Ｂ

九
・
〇
〜

一
八
・
〇

Ａ

三
・
八
〜

一
〇
・
二

Ｂ

九
・
〇
〜

一
〇
〇
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
六
一
一
・
三

二
、
二
〇
〇
・
〇

一
、
六
一
一
・
三

二
、
二
〇
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
旭
寺
入
字
萱
平
三
〇
五
六
か
ら
三
〇
七
六
ま
で
、
字
三
百
山
三
〇
八
五
か
ら

三
〇
九
五
ま
で
、
字
萱
窪
一
七
九
四
か
ら
一
八
三
〇
ま
で
、
一
八
三
一
の
一
、
一
八
三
一
の
二
、
一

八
三
二
か
ら
一
八
六
五
ま
で
、
一
八
六
六
・
一
八
六
七(

以
上
二
筆
合
併)

、
一
八
六
八
か
ら
一
九

三
五
ま
で
、
三
二
〇
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
萱
窪
一
七
九
四
か
ら
一
八
三
〇
ま
で
、
一
八
三
一
の
一
、
一
八
三
一
の
二
、
一
八
三
二
か

ら
一
八
六
五
ま
で
、
一
八
六
六
・
一
八
六
七(

以
上
二
筆
合
併)
、
一
八
六
八
か
ら
一
九
三
五

ま
で
、
三
二
〇
六

二�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

三�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

四�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
件(

平
成
二
十
年
福
島

県
告
示
第
三
百
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

三
の
２
中｢

並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種｣

を
削
る
。

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号 754



県
道
赤
留
塔
寺
線

路

線

名

県
道
井
出

長
塚
線

路
線
名

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
寺
沢

字
唐
沢
四
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
寺
沢

字
唐
沢
一
一
二
番
一
地
先

ま
で 区

間

大
沼
郡
会
津
美
里
町
赤
留
字
羽
黒
原
一
〇
七
番
二

地
先
か
ら

同

郡
同

町
雀
林
字
天
神
宮
一
二
二
七
番

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

一
〇
・
四
〜

三
一
・
九

Ｂ

八
・
八
〜

一
三
・
三

Ａ

一
〇
・
四
〜

三
一
・
九

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
〇
年
一
二

月
一
六
日

供
用
開
始
の
期
日

一
二
〇
・
〇

一
四
六
・
三

一
二
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

国
道
四
〇
一
号

路

線

名

県
道
井
出
長
塚
線

路

線

名

南
会
津
郡
南
会
津
町
古
町
字
新
坂
七
三
五
番
四
地

先
か
ら

同

郡
同

町
古
町
字
新
坂
七
三
五
番
三
一

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
寺
沢
字
唐
沢
四
二
番
地
先
か

ら同

郡
同

町
大
字
寺
沢
字
唐
沢
一
一
二
番
一
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年
一
二

月
一
六
日

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
年
一
二

月
一
六
日

供
用
開
始
の
期
日

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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公

告

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
鮫
川
水
系
鮫
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

左
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

い
わ
き
市
山
田
町
沖
一
番
一
地
先
か
ら
同
市
仁
井
田
町
松
原
二
百
十
一
番
七
地
先
ま
で

四

管
理
を
行
な
う
者
の
名
称
及
び
住
所

道
路
管
理
者

い
わ
き
市
長

櫛
田

一
男

い
わ
き
市
平
字
梅
本
二
十
一
番
地

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設(
路
面(

路
盤
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
も
っ

ぱ
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
新
設(

道
路
の
附
属

物
に
係
る
も
の
に
限
る
。)
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ

い
て
の
維
持

３

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

４

１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

又
は

同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
兼
用
工
作
物
の
管
理(

道
路
専
用
施
設
以
外
の
部
分
に
係
る

同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
行
使
を
除
く
。)

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

(

河
川
計
画
課)

公
告
第
六
百
二
十
七
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ナ
ー
シ
ン
グ

い
わ
き
市
平
字

ナ
ー
シ
ン
グ

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
〇
年

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス
い

四
軒
町
二
二
│

サ
ー
ビ
ス
い

市
平
字
四
軒
町

一
二
月
一
日

わ
き

二
二

わ
き
株
式
会

二
二
│
二
二

社

有
限
会
社
七

同

市
錦
町

有
限
会
社
七

同

同

通
所
介
護

福
神
デ
イ
サ

中
迎
二
│
二
│

福
神

市
常
磐
関
船
町

ー
ビ
ス
七
福

五

上
関
四
六

神ザ
・
サ
ン
シ

郡
山
市
大
槻
町

株
式
会
社
ツ

神
奈
川
県
横
浜

同

特
定
施
設

ャ
イ
ン
郡
山

字
清
水
内
四
二

ク
イ

市
港
南
区
上
大

入
居
者
生

岡
西
一
│
六
│

活
介
護

一

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

わ
か
ば
訪
問

い
わ
き
市
植
田

医
療
法
人
社

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
〇
年

訪
問
看
護

看
護
ス
テ
ー

町
本
町
二
│
五

団
同
愛
会

市
植
田
町
本
町

一
〇
月
二
六

シ
ョ
ン

│
三

二
│
七
│
一
三

日

あ
い
づ
農
業

会
津
若
松
市
扇

あ
い
づ
農
業

同

県
会
津
若

同

年

特
定
福
祉

協
同
組
合

町
三
五
│
一

協
同
組
合

松
市
扇
町
三
五

一
一
月
一
〇

用
具
販
売

│
一

日

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
二
十
九
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介
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護
支
援
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
業
所
に
お
い
て
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
者
の
主
た
る

廃
止
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
ケ
ア
・

福
島
市
泉
字
八
幡

株
式
会
社
ケ
ア

福
島
県
福
島
市
泉

平
成
二
〇
年

ビ
ル
ダ
ー
指
定
居

八
│
二

・
ビ
ル
ダ
ー

字
八
幡
八
│
二

一
〇
月
三
一

宅
介
護
支
援
事
業

日

所
饗
の
風

わ
か
ば
ケ
ア
プ
ラ

い
わ
き
市
植
田
町

医
療
法
人
社
団

同

県
い
わ
き
市

同

ン
サ
ー
ビ
ス

本
町
二
│
五
│
三

同
愛
会

植
田
町
本
町
二
│

月
二
六

七
│
一
三

日

介
護
老
人
保
健
施

双
葉
郡
浪
江
町
幾

医
療
法
人
伸
裕

同

県
南
相
馬
市

同

年

設
貴
布
祢
指
定
居

世
橋
字
長
田
東
三

会

原
町
区
本
町
一
│

一
一
月
三
〇

宅
介
護
支
援
事
業

六

一
四
一

日

所

(
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
三
十
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

有
限
会
社
エ

福
島
市
伏
拝
字

福
島
市
�
�
町

有
限
会
社
エ

福
島
県
福
島

福
祉
用
具

ヌ
ケ
イ
商
事

田
中
二
九

八
│
一
│
八

ヌ
ケ
イ
商
事

市
�
�
町
八

貸
与

│
一
│
八

特
定
福
祉

用
具
販
売

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
三
十
一
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ナ
ー
シ
ン
グ

い
わ
き
市
平
字

ナ
ー
シ
ン
グ

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
〇
年

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
い

四
軒
町
二
二
│

サ
ー
ビ
ス
い

市
平
字
四
軒
町

一
二
月
一
日

訪
問
介
護

わ
き

二
二

わ
き
株
式
会

二
二
│
二
二

社

有
限
会
社
七

同

市
錦
町

有
限
会
社
七

同

同

介
護
予
防

福
神
デ
イ
サ

中
迎
二
│
二
│

福
神

市
常
磐
関
船
町

通
所
介
護

ー
ビ
ス
七
福

五

上
関
四
六

神ザ
・
サ
ン
シ

郡
山
市
大
槻
町

株
式
会
社
ツ

神
奈
川
県
横
浜

同

介
護
予
防

ャ
イ
ン
郡
山

字
清
水
内
四
二

ク
イ

市
港
南
区
上
大

特
定
施
設

岡
西
一
│
六
│

入
居
者
生

一

活
介
護

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
三
十
二
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

わ
か
ば
訪
問

い
わ
き
市
植
田

医
療
法
人
社

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
〇
年

介
護
予
防

看
護
ス
テ
ー

町
本
町
二
│
五

団
同
愛
会

市
植
田
町
本
町

一
〇
月
二
六

訪
問
看
護

シ
ョ
ン

│
三

二
│
七
│
一
三

日

あ
い
づ
農
業

会
津
若
松
市
扇

あ
い
づ
農
業

同

県
会
津
若

同

年

特
定
介
護

協
同
組
合

町
三
五
│
一

協
同
組
合

松
市
扇
町
三
五

一
一
月
一
〇

予
防
福
祉

│
一

日

用
具
販
売

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
三
十
三
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

有
限
会
社
エ

福
島
市
伏
拝
字

福
島
市
�
�
町

有
限
会
社
エ

福
島
県
福
島

介
護
予
防

ヌ
ケ
イ
商
事

田
中
二
九

八
│
一
│
八

ヌ
ケ
イ
商
事

市
�
�
町
八

福
祉
用
具

│
一
│
八

貸
与

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
六
百
三
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
相
談
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
主
た
る
対
象
者
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の
所
在

事
業
者
の

事
業
者
の
主

変
更
前
の
サ
ー

変
更
後
の
サ
ー

名
称

地

名
称

た
る
事
務
所

ビ
ス
の
主
た
る

ビ
ス
の
主
た
る

の
所
在
地

対
象
者

対
象
者

い
わ
き
地

い
わ
き
市
錦
町

特
定
非
営

福
島
県
い
わ

障
害
児

身
体
障
害
者

域
療
育
セ

重
殿
一
五

利
活
動
法

き
市
錦
町
重

精
神
障
害
者

知
的
障
害
者

ン
タ
ー

人
子
ど
も

殿
一
五

障
害
児

の
家

精
神
障
害
者

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
六
百
三
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

吉
原
喜
三
久

喜
多
方
市
塩
川
町
字
藤
の
木
二
六
番
地
の
一

同

山
口

信
也

同

市
熱
塩
加
納
町
加
納
字
谷
地
中
甲
一
五
三
一
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
六
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

小
野
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号 758



福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

理
事

矢
吹

徳
男

田
村
郡
小
野
町
大
字
和
名
田
字
中
六
二
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
六
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

高
郷
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

石
川

兵
次

喜
多
方
市
高
郷
町
上
郷
字
宮
ノ
前
丙
八
〇
番
地

同

宮
下

信
明

同

市
高
郷
町
大
田
賀
字
東
羽
賀
六
二
六
五
番
地

同

須
藤

信
成

同

市
高
郷
町
峯
字
漆
窪
乙
四
〇
八
番
地

同

�
明

毅

同

市
高
郷
町
川
井
字
下
川
井
一
五
三
一
番
地

同

佐
藤

信
男

同

市
高
郷
町
大
田
賀
字
大
原
二
七
七
四
番
地

同

高
橋

真

同

市
高
郷
町
揚
津
字
小
ヶ
峯
丙
一
〇
七
五
番
地

同

和
田

清
次

同

市
高
郷
町
大
田
賀
字
田
中
一
九
三
番
地

同

田
代

正
典

同

市
高
郷
町
上
郷
字
狸
石
丙
三
二
二
番
地

同

栗
村

豊

同

市
高
郷
町
塩
坪
字
車
地
藏
一
三
三
一
番
地
一

同

二
瓶

好
和

同

市
高
郷
町
西
羽
賀
字
西
羽
賀
二
五
四
八
番
地

監
事

清
野

清
市

同

市
高
郷
町
川
井
字
上
川
井
四
六
四
番
地

同

貝
沼

安
雄

同

市
高
郷
町
磐
見
字
屋
敷
廻
乙
四
三
六
番
地

同

加
�
順
一
郎

同

市
高
郷
町
西
羽
賀
字
西
羽
賀
二
四
九
五
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

宮
下

信
明

喜
多
方
市
高
郷
町
大
田
賀
字
東
羽
賀
六
二
六
五
番
地

同

�
明

毅

同

市
高
郷
町
川
井
字
下
川
井
一
五
三
一
番
地

同

和
田

清
次

同

市
高
郷
町
大
田
賀
字
田
中
一
九
三
番
地

同

渡
部

仁
一

同

市
高
郷
町
上
郷
字
馬
場
頭
戊
一
五
〇
番
地

同

小
林

陸
雄

同

市
高
郷
町
夏
井
字
夏
井
三
七
七
八
番
地

同

福
地

哲
夫

同

市
高
郷
町
揚
津
字
宅
地
廻
丁
七
七
七
番
地

同

武
藤

久
作

同

市
高
郷
町
塩
坪
字
塩
坪
一
〇
五
七
番
地

同

遠
藤

�
昭

同

市
高
郷
町
大
田
賀
字
大
原
二
八
三
五
番
地

同

齋
�

道
�

同

市
高
郷
町
西
羽
賀
字
西
羽
賀
二
六
三
三
番
地

同

渡
部

哲
也

同

市
高
郷
町
池
ノ
原
字
池
ノ
原
一
二
二
番
地

監
事

貝
沼

安
雄

同

市
高
郷
町
磐
見
字
屋
敷
廻
乙
四
三
六
番
地

同

小
林

宗
一

同

市
高
郷
町
夏
井
字
夏
井
三
九
〇
九
番
地

同

須
�

秀
久

同

市
高
郷
町
夏
井
字
道
北
三
六
六
七
番
地

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と

し
て
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
、
い
わ
き
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

指
定
年
月
日

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

聴
衆
席
の
面
積

聴
衆
席
収
容

所

在

地

名

称

管

理

者

見
込
人
員
数

平
成
二
〇
年

い
わ
き
市
平

い
わ
き
芸
術

い
わ
き
市
長

一
、
三
三
〇
平

一
、
八
四
〇

一
二
月
二
日

字
三
崎
一
番

文
化
交
流
館

平
メ
ー
ト
ル

人

地
の
六

大
ホ
ー
ル

同

同

い
わ
き
芸
術

同

二
四
六
平
方
メ

二
三
三
人

文
化
交
流
館

ー
ト
ル

小
劇
場

同

同

い
わ
き
芸
術

同

一
九
八
平
方
メ

二
〇
〇
人

文
化
交
流
館

ー
ト
ル

音
楽
小
ホ
ー

ル

同

同

い
わ
き
芸
術

同

二
四
〇
平
方
メ

二
四
〇
人

文
化
交
流
館

ー
ト
ル

大
リ
ハ
ー
サ

ル
室

同

同

い
わ
き
芸
術

同

一
六
五
平
方
メ

一
三
五
人

文
化
交
流
館

ー
ト
ル

中
リ
ハ
ー
サ

ル
室
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届
出
年
月
日

摘
要

名

の
氏
名

所
在
地

民
主
党
福
島
県
第

太
田

和
美

塚
田

文
男

郡
山
市
咲
田
一
―

平
成
二
〇
年

政
党

２
区
総
支
部

二
七
―
一
〇

一
〇
月
一
日

佐
藤
力
後
援
会

高
橋

芳
男

浅
野

富
男

伊
達
郡
国
見
町
大

平
成
二
〇
年

政
党

字
森
山
字
中
町
二

一
〇
月
三
一

以
外

一
―
一

日

都
市
経
営
フ
ォ
ー

太
田

和
美

星
野

勝
彦

郡
山
市
咲
田
一
―

平
成
二
〇
年

同

ラ
ム

二
七
―
一
〇

一
〇
月
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か

ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

異
動
事

内

容

政
治
団
体
の
名
称

届
出
年
月
日

摘
要

項

新

旧

公
明
党
会
津
総
支

事
務
所

会
津
若
松
市
上

会
津
若
松
市
堤

平
成
二
〇
年
一
〇

政
党

部

所
在
地

町
三
―
一
六
コ

町
一
〇
―
二
七

月
二
〇
日

ー
ポ
や
ま
１
Ｆ

自
由
民
主
党
大
熊

代
表
者

武
内

弘

広
島

兵
二

平
成
二
〇
年
九
月

同

町
支
部

九
日

会
計
責

渡
辺

信
行

村
上

秀
義

任
者

事
務
所

双
葉
郡
大
熊
町

双
葉
郡
大
熊
町

所
在
地

下
野
上
字
金
谷

大
字
熊
川
字
古

平
八
二

舘
一
三
〇

自
由
民
主
党
郡
山

事
務
所

郡
山
市
若
葉
町

郡
山
市
本
町
二

平
成
二
〇
年
一
一

同

総
支
部

所
在
地

九
―
四
五

丁
目
五
―
一
五

月
二
六
日

自
由
民
主
党
下
郷

代
表
者

和
田
山

美
喜

渡
部

盛
美

平
成
二
〇
年
一
〇

同

町
支
部

夫

月
二
日

会
計
責

星

久
紀

玉
川

芳
則

任
者

事
務
所

南
会
津
郡
下
郷

南
会
津
郡
下
郷

所
在
地

町
大
字
沢
田
字

町
大
字
弥
五
島

前
田
乙
三
五
九

字
中
之
内
四
二

〇
―
一

自
由
民
主
党
棚
倉

代
表
者

塩
田

博
文

長
田

勝
重

平
成
二
〇
年
一
〇

同

町
支
部

月
一
日

事
務
所

東
白
川
郡
棚
倉

東
白
川
郡
棚
倉

所
在
地

町
新
町
甲
五
二

町
堤
字
上
谷
地

―
一

四
八

自
由
民
主
党
福
島

事
務
所

い
わ
き
市
常
磐

い
わ
き
市
常
磐

平
成
二
〇
年
一
〇

同

県
い
わ
き
市
第
六

所
在
地

上
湯
長
谷
町
上

上
湯
長
谷
町
上

月
一
日

支
部

の
台
三
六
カ
ル

の
台
三
六
カ
ル

チ
ャ
ー
ゆ
な
が

チ
ャ
ー
ゆ
な
が

や
Ａ
号

や
Ｃ
号

自
由
民
主
党
福
島

事
務
所

郡
山
市
若
葉
町

郡
山
市
本
町
二

平
成
二
〇
年
一
一

同

県
第
二
選
挙
区
支

所
在
地

九
―
四
五

丁
目
五
―
一
五

月
二
六
日

部自
由
民
主
党
福
島

代
表
者

小
林

光
吉

葛
西

秀
匡

平
成
二
〇
年
一
〇

同

県
宅
建
支
部

月
一
日
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事
務
所

南
相
馬
市
原
町

郡
山
市
長
者
一

所
在
地

区
南
町
一
―
一

丁
目
三
番
七
号

石
原
洋
三
郎
連
合

政
治
団

石
原
洋
三
郎
連

石
原
洋
三
郎
を

平
成
二
〇
年
一
一

政
党

後
援
会

体
の
名

合
後
援
会

応
援
す
る
会

月
一
一
日

以
外

称代
表
者

高
木

徹

佐
藤

清
志

事
務
所

福
島
市
北
五
老

福
島
市
荒
井
字

所
在
地

内
町
六
―
二
二

中
町
裏
三
五
―

小
林
ビ
ル
１
Ｆ

五

孝
和
会

会
計
責

川
崎

眞
二

山
森

正
道

平
成
二
〇
年
一
一

同

任
者

月
二
八
日

橋
本
克
也
後
援
会

事
務
所

須
賀
川
市
越
久

須
賀
川
市
岡
東

平
成
二
〇
年
一
一

同

所
在
地

字
舘
一
〇
一

町
一
四
一

月
四
日

ふ
く
し
ま
の
自
治

代
表
者

栗
城

善
和

丹
治

則
雄

平
成
二
〇
年
一
〇

同

を
発
展
さ
せ
る
会

月
一
四
日

目
黒
吉
久
後
援
会

事
務
所

南
会
津
郡
只
見

南
会
津
郡
只
見

平
成
二
〇
年
一
〇

同

｢

只
見
町
の
再
生

所
在
地

町
大
字
大
倉
字

町
大
字
坂
田
字

月
一
四
日

を
め
ざ
す
住
民
の

田
向
一
七
九
一

仮
安
平
七
五
八

会｣

│
一

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

政
治
団
体
の
名
称

政
治
団
体
で
な

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
年

摘
要

く
な
っ
た
理
由

月
日

い
が
り
勝
省
後
援
会

解
散

平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
八
日

政
党

以
外

遠
藤
八
十
八
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
日

同

佐
藤
た
つ
お
連
合
後
援
会

同

平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日

同

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種

資
金
管
理
団

主
た
る
事
務
所

代
表
者
の
氏

届
出
年
月
日

類

体
の
名
称

の
所
在
地

名

太
田

和
美

衆
議
院
議

都
市
経
営
フ

郡
山
市
咲
田
一

太
田

和
美

平
成
二
〇
年

員

ォ
ー
ラ
ム

―
二
七
―
一
〇

一
〇
月
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種

資
金
管
理
団
体
の
名

異
動
事

内

容

類

称

項

新

旧

石
原
洋
三
郎

衆
議
院
議

豊
か
な
ふ
る
さ
と
と

政
治
団

豊
か
な
ふ
る

美
し
い
ふ
る

員

共
に
歩
む
会

体
の
名

さ
と
と
共
に

さ
と
と
共
に

称

歩
む
会

歩
む
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
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の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

届
出
年
月
日

猪
狩

勝
省

い
わ
き
市
議
会
議

い
が
り
勝
省
後
援
会

平
成
二
〇
年
一
〇
月

員

三
〇
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
平
成
十
九
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号 762

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

111,654 53,911 401,000 566,565 654,222 654,222

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号763

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

佐藤ゆきお市政研究会
佐 藤 幸 夫
(郡山市議会議員)

20.10.10 ※

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

佐 藤 源 市
後 援 会 20.11. 6

佐 藤 ゆ き お
後 援 会 20.10.14 1,237,630 1,220,787 7,630 1,230,000 1,230

円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
平
成
二
十
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号 764

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

822,964 822,964

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

177,450 177,450 177,450
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

� �
� �
� �
� �
� �
� �

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

� �
� �
� �
� �
� �
� �



平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号765

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

いがり勝省後援会
猪 狩 勝 省
(いわき市議会議員)

20.10.30 822,964 822,964 822,964

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

遠 藤 八 十 八
後 援 会 20.10. 2 177,450 177,450 ※

177,450 177,450 177,450

佐 藤 た つ お
連 合 後 援 会 20.11. 7

円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

１
そ
の
他
の
政
治
団
体

�
寄
附
の
内
訳
(同
一
の
も
の
か
ら
年
間
５
万
円
を
超
え
る
寄
附
が
あ
っ
た
も
の
)

平成20年12月16日 火曜日 福 島 県 報 第2040号 766

遠
藤
八
十
八
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

個
人

寄
附
者
の

区
分

遠
藤
八
十
八

寄
附
者
の

氏
名
・
名
称

177,450

寄
附
金
額
(円
)

い
わ
き
市

住
所
・
所
在
地


